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 ７月２日（火）から７月８日（月）までの期間、公民館の玄関

ロビーに七夕の笹飾りができるコーナーを設置しています。 

 地域の方々や公民館を利用される方々に、『願い事』や『夢』を

短冊に書いて、笹に飾っていただき、少しでも七夕の雰囲気を味

わってもらうことができればと思っています。 

７月の古紙回収予定日【第１・３火曜日】 

２日（火） ・ １６日（火）   

◎当日の午前中に、芳養公民館前の駐輪場スペースに 

 出してください。 

◎回収できるものは雑誌・新聞・ダンボールです。 

◎必ず紙ヒモでくくってください。   

※回収日以外は、回収できませんので持ち込まないでください。 

 

 カローリングとは、氷上の「カーリング」を手

軽に楽しめるように開発されたスポーツです。 

◆ルール◆ 

①決められた線からポイントゾーンに向かって、 

 交互にコマ付きのローラーを投げます。 

②すべてのローラーを投げた後、ローラーが最も 

 ポイントゾーンに近い位置に止まったチームの 

 得点となります。最終的に合計得点が多いチー 

 ムの勝利です。 

※その他の細かいルール等は、当日に説明いたし

ます。 

子どもから大人まで気軽にできます！ ニュースポーツ体験会！ 

 ニュースポーツをもっと気軽に楽しんでもらいたい！ということから、

「ニュースポーツ体験会」を開催します。種目は「カローリング」と「囲

碁ボール」です！ 

 気軽に参加できるよう、本来のルールよりも分かりやすく簡単に「芳養

地区ルール」で行います。初めてでも大丈夫です！皆さんの参加をお待ち

しています！ 
 

【日  時】７月18日（木） 

      ・受付：19:00～ ・開始：19:20～ 
 

【場  所】田辺市体育センター（大屋体育館） 
 

【編  成】１チーム３名（控えは１名まで） 
 

【参加資格】小学１年生以上で、芳養在住又は在勤の方。 

      ※小学生の児童が参加する場合には、必ず１名以上 

       の保護者が同チームで参加してください。 
 

【申込方法】７月12日（金）までに芳養公民館へ参加申込書を提出して 

      いただくか、右の二次元バーコードからお申し込みください。 

      ＊参加申込書は公民館に置いています。  スマホで読み取ってね 

 

 ６月７日（金）に、芳養小学校で３年生の梅ジュースづくりが

あり、地域の方々に教えに来ていただきました。 

 子どもたちは、凍っていた青梅を手に取って「冷たい！」と言

いながらも、梅ジュースづくりに夢中になっていました。 

 最後には地域の方から梅ジュースのプレゼントがあり、その場

で飲ませていただきました。子どもたちは「梅は苦手やけど梅

ジュースはおいしい！」「初めて飲むけどめっちゃおいしい！」

など梅ジュースを味わいながら楽しんでいました。自分で作った

梅ジュースも楽しみですね！ 

 この取組は、平成19年度から毎年行われており、15年以上も

続いています。地域の方々は、毎回前日にたくさんの梅を綺麗に

洗って準備をしてくれています。 

 地域の皆さんありがとうございました。 

みんなで梅ジュースづくり！ 

 記念すべき第１本目の動画は、５月７日

（火）に開庁した新庁舎の紹介です。新庁

舎に関しての市長インタビューや３階カ

フェの紹介等があり、企画、撮影、編集す

べてを田辺市職員が手作りしたものです。 

 今後も随時、新しい動画が投稿されます

ので、チャンネル登録と高評価もよろしく

お願いします！ 

田辺市公式チャンネル 

新庁舎紹介動画 

ＹｏｕＴｕｂｅ に「田辺市公式チャンネル」が開設されました 

 囲碁とグラウンドゴルフを合わせたようなス

ポーツです。マット上で五目並べを行います。 

◆ルール◆ 

①決められた線からマス目に向かって、１チーム 

 10球ずつボールを交互に打ってもらいます。  

 （マス目は７×７＝４９マスです。） 

②両チームがすべてのボールを打ち終わった後、 

 「ライン得点」と「ポイント得点」で勝敗が決 

 まります。 

※その他の細かいルール等は、当日に説明いたし

ます。 

カローリングってなに？ 囲碁ボールってなに？ 



芳 養 小 学 校 大 坊 小 学 校 明 洋 中 学 校 

６ ７  「自主・自律・連帯」７月号 

  ～充実の１学期～ 
清く 高く のびのびと ７月号 

～子どもの姿に成長が見える学校をめざして～ 

 梅雨の季節になってきました。地域・保護者の皆様方におかれまして

は、お体に気をつけてお過ごしください。 

 さて、本校では、この１学期いろいろな行事を行い、充実した毎日を

送っています。主なものを紹介します 
 

◇令和６年度第７６回体育大会 

 雨のため予定より２日遅れの５月

21日（火）に体育大会を行いまし

た。５月の爽やかな天候の下、保護

者、地域の皆様から温かい声援をい

ただきながら、生徒たちは精一杯の

力を発揮しました。 

 今年の体育大会のスローガンは

「Top of the Meiyo」～次は君の番

だ～でした。スローガン通り、ひと

りひとりに出番があり、頑張りを積

み上げ、頂上に登り詰めました。  
 

◇３年生修学旅行 

 ６月３日（月）～６月５日（水）、南紀白浜空港発着で東京方面に修

学旅行に行ってきました。天気にも恵まれ、思い出に残る２泊３日を過

ごすことができました。 

 【主な行程】 

  １日目 東京ディズニーランド 

  ２日目 国会 → 浅草 → スカイツリー → 劇団四季 

  ３日目 東京大空襲戦災資料センター → フジテレビ・お台場 
 

◇１・２年生春の遠足 

 ６月３日（月）１・２年生は、春の遠足を行いました。学年の親睦を

深める良い機会になりました。 

  １年生…班毎に田辺市内ウォークラリー → 天神崎へ 

  ２年生…株式会社ウメタ「紀州梅干館」で工場見学、 

      ジュース作り体験 → 小目津公園へ 
 

◇第35回全国「みどりの愛護」のつどい知事表彰 

 ６月１日（土）和歌山城ホール

で式典があり、県知事表彰を受賞

しました。田辺市のNPO法人「花

つぼみ」の方々にご協力いただ

き、通学路周辺の花壇の除草や花

植えを保護者、生徒で行っている

活動です。今年も６月12日に実施

しました。  

◇楽しかったカヌー体験  

 ６月７日（金）に百間山渓谷へ遠

足に行ってきました。緑に囲まれた

豊かな自然や澄んだ空気を肌で感じ

ながら、清らかな水の流れに沿って

歩きとても心が癒やされました。午

後からは、合川カヌーポートに移動し、カヌー体験をしました。事前

に教頭先生からパドルの使い方等について教えてもらっていたので、

子どもたちはすぐに楽しそうにカヌーを乗りこなしていました。大自

然を満喫した最高の遠足になりました。  
 

◇収穫したタマネギを絵手紙に 

 ６月12日（水）に絵手紙クラブ活動があ

り、畑で収穫した「タマネギ」を題材にし

て、栗原和子先生にご指導いただきました。

描き方を的確に教えてくださり、かつ一人ひ

とりの良さを褒めてくださるので、子どもた

ちも集中して筆をすすめていました。愛情

たっぷりに育てたタマネギから、素敵な作品

ができあがりました。 
 

◇みんなの力で素敵な畑に！ Vol.15  

 タマネギ収穫後の畑を耕し、高学年が畝を

作ってマルチを張ってくれました。おかげで

５月24日（金）に全校でサツマイモの苗を

植え付けることができました。 

 ６月13日（木）に、メロン・スイカ・ト

マトの棚つくりをしました。今年は、自分達

でできることはどんどんチャレンジしていま

す。子どもたちも、一生懸命に作った棚を

伝って、毎日少しずつ、つるが伸びていく様

子を嬉しそうに観察しています。 

 トウモロコシが夜中の強風で倒れてしまった

ので、今年はこれまでに３回も、トウモロコシ

救出大作戦をしました。登校後にすぐに気づい

て「先生、大変や！トウモロコシがまた倒れて

る。はやく直しに行かないと」と言って行動す

る姿に、子どもたちの成長を感じます。７月の

「ピザ作り」「とうもろこしパーティー」に向

けて、これからも愛情たっぷり育てていきたい

と思います。 

子どもに小さな翼 
 

 今，私はＮＨＫ朝の連続テレビ小説『虎に翼』にハマっています。

きっかけは、最高裁判所判事である芳養小学校の卒業生「堺 徹さん」と

のご縁かもしれません。検察官や裁判官について私自身あまり知識がな

く、子どもたちに堺さんのすごさを伝えるために、もっと詳しく知りた

いと思ったからです。手っ取り早いのが法廷もののドラマを観ることか

なと思い、見逃し配信で『虎と翼』を見始めたのがきっかけですが、い

いドラマです。 

 「虎に翼」という言葉には、虎のように力の強いものが、「翼」を得

てさらに勢いを増すと言う意味があります。ドラマの主人公である寅子

が、日本初の女性弁護士、そして裁判官として、法律という「翼」で羽

ばたいていく様子がタイトルから想像できます。 

 法律という強力な力に戸惑い、時には悩み挫けそうになりながらも、

戦後の混乱の中で生き抜かなければならない弱い人々のために「翼」を

正しく使えるように奮闘し、様々な課題を乗り越え解決していく主人公

の生き様は、これからも目が離せません。 

 さて、今回この原稿を書きながら、私はこの春に転任された松井美詠

子先生が離任式で子どもたちに語った話を思い出しました。 

 「みんなの背中には小さな翼があって、今みんなには見えないかもし

れないけれど、先生たちには見えるよ。これからいっぱい勉強したり、

友達と遊んだりして、いろんな経験をしながら翼をだんだん大きくして

いって、自分の可能性を広げてほしい。そうすることで、自分の行きた

い世界に行くことができるよ。」 

 私はこの話を聞いて、翼を広げ、羽ばたく子どもたちの姿を想像しな

がら、将来、子どもたちがそれぞれに思い描く幸せを実現してほしいと

いう思いを強くしました。そして、私は「堺 徹さん」からいただいた

メッセージの中に、そのヒントがあるのではないかと思いました。 

 「自分の好きなこと、やりたいことを見つけて、コツコツとがんばっ

てみたらよいでしょう。そのほうが、色々なことがあって悩んだりして

も、どこかで楽しい気持ちが出てき

て、皆さんに力を与えてくれることで

しょう。」 

 「堺 徹さん」のメッセージは、芳養

の子どもたちの「翼」を大きくしてく

れるにちがいありません。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 堺 徹 裁判長 ７月11日 判決 
 

 ６月10日に、最高裁第一小法廷（堺 徹 裁判長）が、訴訟の上告審で

当事者双方の意見を聞く弁論を開いたニュースがテレビや新聞で大きく

報道されました。 

 判決の言い渡しは７月11日午後３時。こちらも目が離せません。 

 


